
電子化・選別作業 
⇒・令和３年度までに発生した 

永年保存文書の選別 
（歴史公文書又は廃棄） 

・電子化 
 
 

歴史公文書選別基準（素案）について 

 
 
１ 歴史公文書導入の背景・効果 

  別紙１参照 

 

２ 歴史公文書選別及び電子化の流れ（予定） 

 

３ 歴史公文書制度導入に向けた取組案 

⑴ 歴史公文書選別基準の策定 

市の庁内会議（行政経営検討委員会事務改善推進会議・同幹事会）において承認を得た歴史公文書選

別基準（案）（別紙２参照）について，「宇都宮市歴史公文書選別基準策定懇談会」で意見聴取後，最

終案を行政経営検討委員会に諮り，決定・策定していく。 

 ⑵ 全体の文書量の全庁調査 

  ・ 歴史公文書の選別に向け，市が保存している全体の文書量を正確に把握するため，永年保存文書の

全庁調査を実施する。 

・ 調査データを基に計画を作成し，外部委託による選別・電子化作業を計画的に行っていく。 

 

４ スケジュール 

  令和３年 ６月   第１回宇都宮市歴史公文書選別基準策定懇談会 

       ７月上旬 第２回      〃           （選別基準（案）の決定） 

       ８月上旬 第３回      〃           （予備日） 

      １０月   行政経営検討委員会（選別基準の決定） 

 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度以降 

 ◇令和４年１月 

歴史公文書システム導入 
◆令和４年４月～ 

歴史公文書制度運用準備開始 

◆令和５年４月～ 

歴史公文書制度導入 

各
課 
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※ 歴史公文書制度全庁

運用のための先行準備

 

 

 

   

資 料 ２

B１書庫，各課等

に保存されている

永年保存文書等の

実態把握 

選別内容を確認 

①選 別 ②確 認 

③移管 
移管 又は 廃棄 

【保存文書の引継に合わせて毎年度実施】 

(例年５月頃作業)  
当該年度に発生する保存期間
満了文書の選別 

懇談会を設置し，

歴史公文書選別基

準を策定 

廃棄 ③廃棄 

歴史公文書管理システムに

登録開始 

歴
史
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【外部委託】

市民利用基準の検討  ⇒・個人情報等の取扱いに関する検討（懇談会設置） 
            ・関係例規の改正 


